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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋳鉄素地と、該鋳鉄素地上に形成された窒素拡散層と、該窒素拡散層上に形成された窒
素化合物層と、該窒素化合物層上に形成されたＦｅ3Ｏ4を主成分とする酸化鉄層からなり
、前記Ｆｅ3Ｏ4を主成分とする酸化鉄層が摩擦面を形成する車両用ディスクブレーキロー
タであって、
　乗用車―ブレーキ装置―ダイナモメータ試験方法（ＪＡＳＯ　Ｃ　４０６：２０００準
拠）の摺合せおよび第１再摺合せにおいて、前記摺合せと第１再摺合せの間の摩擦係数の
変化率が１０％以内であり、
　前記窒素拡散層の厚さが２５μｍ～４５０μｍ、前記窒素化合物層の厚さが５μｍ～２
５μｍ、前記酸化鉄層の厚さが２μｍ～７μｍであり、その表面の全面積に対する空孔部
の面積の比率が１５％以下である、車両用ディスクブレーキロータ。
【請求項２】
　前記摺合せおよび第１再摺合せのいずれにおいても、絶対湿度を３ｇ／ｍ3～３５ｇ／
ｍ3、温度を１０℃～４０℃の範囲で変化させた複数の環境条件における摩擦係数の標準
偏差が０．０１１以下である、請求項１に記載の車両用ディスクブレーキロータ。
【請求項３】
　前記空孔部の孔径が最頻値で２μｍ以下である、請求項１または２に記載の車両用ディ
スクブレーキロータ。
【請求項４】
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　前記窒素化合物層、および、Ｆｅ3Ｏ4を主成分とする酸化鉄層のいずれにも亀裂が存在
しない、請求項１～３のいずれかに記載の車両用ディスクブレーキロータ。
【請求項５】
　鋳造法により、鋳鉄素地からなる成形体を得た後、処理温度を５００℃～５９０℃とし
て、該成形体の表面をガス軟窒化処理することにより、窒素拡散層および窒素化合物層を
形成する工程と、該ガス軟窒化処理後、雰囲気温度が４００℃～４８０℃になった時点で
大気中に暴露し、室温まで冷却することにより、該窒素化合物層の表面にＦｅ3Ｏ4を主成
分とする酸化鉄層を形成する工程と、
を含む、請求項１～４のいずれかに記載の車両用ディスクブレーキロータの製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋳鉄製の車両用ディスクブレーキロータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両用ディスクブレーキロータ、ブレーキドラム、工作機械などの摺動部に使用される
鋳鉄製摩擦部材の摩擦面には、高い耐食性と高い耐摩耗性が要求される。このため、鋳鉄
製摩擦部材の表面に、塗膜やリン酸亜鉛被膜を形成することが行われている。しかしなが
ら、このような塗膜や被膜では、長期間の使用によって摩耗あるいは剥離が生ずるという
問題があり、十分な耐食性および耐摩耗性を確保することが困難である。
【０００３】
　これに対して、鋳鉄製摩擦部材の摩擦面を軟窒化処理する技術が検討され、すでに実用
化されている。軟窒化処理は、処理温度をＡ１変態点（７２７℃）以下、通常は５５０℃
～５９０℃として、窒素と同時に炭素を侵入拡散させる表面処理方法である。このような
軟窒化処理では、最表面に窒素化合物の硬い層が形成されるため、鋳鉄製摩擦部材の耐食
性および耐摩耗性を向上させることができる。また、軟窒化処理では相変態を伴わないた
め、浸炭処理などに比べて、ひずみが少ないという特徴もある。このような軟窒化処理と
しては、塩浴軟窒化処理法、ガス軟窒化処理法、プラズマ軟窒化処理法などが挙げられる
。
【０００４】
　たとえば、特開平６－３０７４７１号公報および特開２０１０－５３９２６号公報には
、塩浴軟窒化処理法により、鋳鉄製のディスクブレーキロータの表面に軟窒化処理を施し
、その表面部にＦｅ－Ｃ－Ｎ系を主体とする化合物層を形成することにより、耐食性およ
び耐摩耗性を向上させる技術が開示されている。しかしながら、塩浴軟窒化処理法は、有
害なシアン化物を使用するため、安全性や環境負荷などの面において問題がある。また、
塩浴軟窒化処理法により形成される化合物層の最表面部に多孔質のポーラス層が形成され
やすいといった問題もある。
【０００５】
　一方、特許３３０３７４１号公報には、処理温度を４５０℃～５６０℃とし、アンモニ
アガスを含む圧力２００Ｔｏｒｒ以下の窒化雰囲気中で、拡散処理工程を挟んで、２段階
に分けて軟窒化処理工程を行うガス軟窒化処理方法が開示されている。この方法では、有
害なシアン化物を使用する必要がなく、また、鋳鉄製摩擦部材の表面に形成される化合物
層を緻密なものとすることができる。さらに、化合物層の厚みの過剰化を抑制することも
できるため、面圧強度の向上を図ることもできる。
【０００６】
　しかしながら、このような方法により表面に窒素化合物層が形成された鋳鉄製摩擦部材
であっても、車両用ディスクブレーキロータなどの用途において、長期間にわたって屋外
環境に晒された場合には、温度や湿度の影響を受け、その表面に赤錆（Ｆｅ2Ｏ3）が発生
することがある。車両用ディスブレーキロータの場合、表面に軟窒化処理を施した場合で
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も、その表面が赤錆（Ｆｅ2Ｏ3）により浸食されると、ブレーキ時に振動が発生したり、
制動力が低下するなどの問題が生じる。また、近年、デザイン性の高いアルミホイールの
使用が増加しており、ロータの表面に赤錆（Ｆｅ2Ｏ3）が存在すると外部からもはっきり
と視認できるため、車両の外観を損ねるといった問題も生じる。
【０００７】
　このような問題に対しては、軟窒化処理により得られる窒素化合物層の表面に、黒錆と
呼ばれるＦｅ3Ｏ4を主成分とする酸化鉄層をさらに形成することが有効である。この酸化
鉄層は、均一で緻密であるため、鋳鉄製摩擦部材の表面に赤錆（Ｆｅ2Ｏ3）が発生するこ
とを効果的に防止することができる。
【０００８】
　このような酸化鉄層の形成は、特開平３－２８５０５８号公報などに記載されているよ
うに、対象製品を、４００℃～５００℃の水蒸気中に１時間～１．５時間晒す、ホモ処理
と呼ばれる方法によって行われている。しかしながら、ホモ処理は、その条件設定が難し
く、温度が高すぎたり、あるいは、処理時間が長すぎたりすると、赤錆（Ｆｅ2Ｏ3）が発
生するため、鋳鉄製摩擦部材の摩擦面全面にわたって、均一で緻密な黒色酸化鉄層を形成
することはきわめて困難である。
【０００９】
　このようなホモ処理に代わる方法として、たとえば、特公昭５３－３７１号公報には、
鋼材を窒化性ガスと浸炭性ガスとの混合気中で５００℃～６００℃で、０．５時間～３時
間、処理した後、この処理温度で炉から取り出し、空気中に６０秒～１２０秒保持して、
Ｆｅ3Ｏ4被膜を形成させ、その後、油中で常温まで冷却する方法が記載されている。この
方法によれば、軟窒化処理、酸化鉄層形成処理および冷却処理を連続して行うことができ
、鋼材の表面に良質の酸化鉄層を形成することができる。
【００１０】
　しかしながら、特公昭５３－３７１号公報に記載の方法では、軟窒化処理後、加熱状態
のまま対象製品を炉から取り出し、酸化鉄層を形成し、その後、対象製品を急冷（油冷）
しているため、窒素化合物層またはＦｅ3Ｏ4を主成分とした酸化鉄層に亀裂が生じる可能
性がある。また、対象製品の冷却を油冷によって行っているため、酸化鉄層表面に生じた
複数の孔内に油分が残留する可能性がある。
【００１１】
　このため、上記方法により得られた車両用ディスクブレーキロータを長期間にわたり使
用した場合には、前述の亀裂を起点としたＦｅ3Ｏ4を主成分とした酸化鉄層の剥離や、孔
内に残留した油分の影響により、その摩擦特性が大きく変動するといった問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開平６－３０７４７１号公報
【特許文献２】特開２０１０－５３９２６号公報
【特許文献３】特許３３０３７４１号公報
【特許文献４】特開平３－２８５０５８号公報
【特許文献５】特公昭５３－３７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、このような問題に鑑みて、車両用ディスクブレーキロータを構成する軟窒化
処理された鋳鉄製摩擦部材の表面に、簡便な方法で、Ｆｅ3Ｏ4を主成分とした酸化鉄層を
均一かつ緻密に形成することにより、耐食性および耐摩耗性が改善され、湿度や温度の変
化の影響による摩擦特性の変動が少ない、車両用ディスクブレーキロータを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】



(4) JP 6013169 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

【００１４】
　本発明の車両用ディスクブレーキロータは、鋳鉄素地と、該鋳鉄素地上に形成された窒
素拡散層と、該窒素拡散層上に形成された窒素化合物層と、該窒素化合物層上に形成され
たＦｅ3Ｏ4を主成分とする酸化鉄層からなり、前記Ｆｅ3Ｏ4を主成分とする酸化鉄層が摩
擦面を形成する車両用ディスクブレーキロータであって、乗用車―ブレーキ装置―ダイナ
モメータ試験方法（ＪＡＳＯ　Ｃ　４０６：２０００準拠）の摺合せおよび第１再摺合せ
において、前記摺合せと第１再摺合せの間の摩擦係数の変化率が１０％以内であることを
特徴とする。
【００１５】
　また、前記摺合せおよび第１再摺合せのいずれにおいても、絶対湿度を３ｇ／ｍ3～３
５ｇ／ｍ3、温度を１０℃～４０℃の範囲で変化させた環境条件の間での摩擦係数の標準
偏差が０．０１１以下であることが好ましい。
【００１６】
　前記窒素拡散層の厚さが２５μｍ～４５０μｍ、前記窒素化合物層の厚さが５μｍ～２
５μｍ、前記酸化鉄層の厚さが２μｍ～７μｍであって、その表面の全面積に対する空孔
部の面積の比率が１５％以下であることが好ましい。
【００１７】
　この場合、特に、前記空孔部の孔径は、最頻値で２μｍ以下であることが好ましい。
【００１８】
　前記窒素化合物層、および、Ｆｅ3Ｏ4を主成分とする酸化鉄層のいずれにも亀裂が存在
しないことが好ましい。
【００１９】
　また、本発明の車両用ディスクブレーキロータの製造方法は、鋳造法により、鋳鉄素地
からなる成形体を得た後、処理温度を５００℃～５９０℃として、該成形体の表面をガス
軟窒化処理することにより、窒素拡散層および窒素化合物層を形成する工程と、該ガス軟
窒化処理後、雰囲気温度が４００℃～４８０℃になった時点で大気中に暴露し、室温まで
冷却することにより、該窒素化合物層の表面にＦｅ3Ｏ4を主成分とする酸化鉄層を形成す
る工程と、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、耐食性および耐摩耗性に優れ、かつ、温度や湿度の変化による摩擦特
性の変動が少なく、長期間にわたり安定したブレーキ性能を維持することができるばかり
でなく、その外観を損ねるような錆の発生を防止可能な車両用ディスクブレーキロータを
提供することができるため、その工業的意義は極めて大きい。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、実施例１により得られた車両用ディスクブレーキロータの、（ａ）表面
近傍の断面のＳＥＭ写真と、（ｂ）Ｘ線回折の分析結果を示す図である。
【図２】図２は、実施例２により得られた車両用ディスクブレーキロータの、（ａ）表面
近傍の断面のＳＥＭ写真と、（ｂ）Ｘ線回折の分析結果を示す図である。
【図３】図３は、実施例３により得られた車両用ディスクブレーキロータの、（ａ）表面
近傍の断面のＳＥＭ写真と、（ｂ）Ｘ線回折の分析結果を示す図である。
【図４】図４は、比較例２により得られた車両用ディスクブレーキロータの、（ａ）表面
近傍の断面のＳＥＭ写真と、（ｂ）Ｘ線回折の分析結果を示す図である。
【図５】図５は、比較例３により得られた車両用ディスクブレーキロータの、（ａ）表面
近傍の断面のＳＥＭ写真と、（ｂ）Ｘ線回折の分析結果を示す図である。
【図６】図６は、（ａ）実施例１により得られた車両用ディスクブレーキロータの表面の
ＳＥＭ写真と、（ｂ）その二値化処理画像である。
【図７】図７は、（ａ）比較例３により得られた車両用ディスクブレーキロータの表面の
ＳＥＭ写真と、（ｂ）その二値化処理画像である。
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【発明を実施するための形態】
【００２２】
　１．車両用ディスクブレーキロータ
　本発明の車両用ディスクブレーキロータは、鋳鉄素地の上に窒素拡散層と、該窒素拡散
層の上に窒素化合物層と、該窒素化合物の上にＦｅ3Ｏ4を主成分とする酸化鉄層が形成さ
れた構造となっており、このＦｅ3Ｏ4を主成分とする酸化鉄層が摩擦面を形成している。
【００２３】
　なお、本発明の車両用ディスクブレーキロータは、その大きさを特に制限されるもので
はないが、以下では、直径２００ｍｍ～４２０ｍｍ、厚さ１０ｍｍ～４０ｍｍの大きさの
車両用ディスクブレーキロータを例に挙げて説明する。
【００２４】
　（１）鋳鉄素地
　本発明の車両用ディスクブレーキロータは、砂型鋳造などの鋳造法により成形されるも
のであり、その鋳鉄素地としては、たとえば、ＦＣ２００、ＦＣ２５０、ＦＣＤ４５０な
どのねずみ鋳鉄またはダクタイル鋳鉄などを使用することができる。
【００２５】
　（２）窒素拡散層
　本発明の車両用ディスクブレーキロータを構成する層のうち、窒素拡散層は、後述する
ガス軟窒化処理の際に、鋳鉄素地中に窒素が過飽和に固溶することにより形成される層で
ある。この窒素拡散層の厚さは、好ましくは２５μｍ～４５０μｍ、より好ましくは５０
μｍ～４３０μｍとなるように調整される。窒素拡散層の厚さが２５μｍ未満では、窒素
化合物層を十分な厚さとすることができない場合がある。一方、４５０μｍを超えるよう
な窒素拡散層の形成には、ガス軟窒化処理に要する時間が長時間となり、生産性が悪化す
るため好ましくない。
【００２６】
　（３）窒素化合物層
　本発明の車両用ディスクブレーキロータを構成する層のうち、窒素化合物層は、Ｆｅ3

Ｎなどから構成される層であり、極めて硬質であるため、該摩擦面に高い耐摩耗性および
耐食性を付与することができる。特に、本発明の窒素化合物層は、後述するようにガス軟
窒化処理により形成されることを前提とするものであるため、その表面性状を平滑なもの
とすることができる。
【００２７】
　これに対して、窒素化合物層を塩浴軟窒化処理により形成した場合には、その表面近傍
に多孔質のポーラス層が形成される。このようなポーラス層が存在する場合には、車両用
ディスクブレーキロータの初期摩耗量が増加し、また、外部環境の変化に伴って、摩擦係
数が大きく変化するため、安定した制動特性を得ることができない。さらに、制動時に異
音が発生するといった問題が生じる場合もある。
【００２８】
　窒素化合物層の厚さは、車両用ディスクブレーキロータの寸法や使用条件などにより適
宜選択されるものであるが、たとえば、上記寸法のものであれば、５μｍ～２５μｍ程度
とすることが好ましく１０μｍ～２０μｍ程度とすることがより好ましい。５μｍ未満で
は、十分な耐食性および耐摩耗性を得ることができない。一方、２５μｍを超えても、そ
れ以上の効果を得ることはできないばかりか、ガス軟窒化処理に要する時間が長時間とな
り、生産性が悪化してしまう。
【００２９】
　（４）Ｆｅ3Ｏ4を主成分とする酸化鉄層
　前記窒素化合物層の表面には、均一で緻密なＦｅ3Ｏ4を主成分とする酸化鉄層が形成さ
れている。このような酸化鉄層が形成された車両用ディスクブレーキロータでは、窒素化
合物層により付与された高い耐摩耗性および耐食性を、さらに向上させることができる。
このため、車両用ディスクブレーキロータが長期間にわたり外部環境に晒された場合であ
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っても、その表面に赤錆（Ｆｅ2Ｏ3）が発生することを効果的に防止することができるた
め、制動特性を安定的に維持することができ、かつ、車両の外観が損なわれることを防止
することができる。
【００３０】
　この酸化鉄層の膜厚は、好ましくは２μｍ～７μｍ、より好ましくは３μｍ～６μｍと
する。酸化鉄層の膜厚が２μｍ未満では、十分な耐食性および耐摩耗性を得ることができ
ない。一方、７μｍを超えても、それ以上の効果を得ることはできない。
【００３１】
　また、本発明では、後述するように軟窒化処理後に所定温度まで炉冷した後に、大気に
暴露し、かつ、大気中の冷却速度も所定の範囲内となるように規制した上で、Ｆｅ3Ｏ4を
主成分とする酸化鉄層を形成しているため、この酸化鉄層および前述の窒素化合物層に、
冷却に伴う熱衝撃による亀裂が存在しない点に特徴を有する。
【００３２】
　特公昭５３－３７１号公報などの従来技術では、このような亀裂が僅かながらも存在し
ていたため、温度や湿度の変化などの影響により、この亀裂を起点として酸化鉄層の剥離
や欠損が生じたり、あるいは、この亀裂を介して、窒素拡散層、さらには鋳鉄素地にまで
雨水などが侵入するといった問題が生じていた。このため、長期間にわたり車両用ディス
クブレーキロータの摩擦特性や外観特性を維持することが困難であった。これに対して、
本発明の車両用ディスクブレーキロータは、酸化鉄層および窒素化合物層に亀裂が存在す
ることがないので、従来技術と比較して、温度や湿度変化に対する耐性が飛躍的に向上し
たものとなっている。
【００３３】
　（５）表面の空孔面積率
　本発明の車両用ディスクブレーキロータは、その表面の全面積に対する空孔部の面積の
比率（以下、「空孔面積率」という）が１５％以下であることが好ましく、１０％以下で
あることがより好ましい。ここで、空孔面積率は、以下のようにして求められる値をいう
。すなわち、初めに、車両用ディスクブレーキロータの表面を撮影した画像を、画像解析
ソフトを用いて、空孔部が黒色、その他の部分が白色となるように二値化処理する。これ
により得られた画像（以下、「二値化処理画像」という）の空孔部（黒色部）を、空孔部
の面積と同じ面積を持つ円の直径（円相当径）として計測し、これを空孔部の孔径とする
。この孔径より、空孔部の面積を求め、二値化処理画像内の空孔部の面積率を算出する。
この面積率を、１サンプル当たり２５視野分（ＳＥＭ写真で２５枚分）算出し、これらの
面積率の平均をとることにより得られる値を、空孔面積率としている。
【００３４】
　本発明では、車両用ディスクブレーキロータに対して、後述するガス軟窒化処理を適正
な条件で行うことにより、前記空孔面積率を所定の範囲に制御することを可能としている
。一方、表面の空孔面積率が１５％を超える場合、すなわち、車両用ディスクブレーキロ
ータに対して、塩浴軟窒化処理を行うことにより、表面近傍の鋳鉄素地が浸食され、多孔
質のポーラス層が形成された場合には、車両用ディスクブレーキロータの初期摩耗量が大
きく、また、赤錆（Ｆｅ2Ｏ3）や制動時の異音の発生の原因となる。
【００３５】
　また、前記空孔部の孔径は、統計学における最頻値（モード）で２μｍ以下であること
が好ましく、０．７μｍ以下であることがより好ましく、０．５μｍ以下であることがさ
らに好ましい。空孔部の孔径が２μｍを超えると、前記空孔面積率が１５％以内であって
も、この空孔部を起点として、窒素拡散層に水分が侵入し、赤錆（Ｆｅ2Ｏ3）発生の原因
となる場合がある。ここで、統計学における最頻値とは、２５視野分の二値化処理画像か
ら計測される空孔部の孔径のうち、もっとも頻繁に出現する値を意味する。
【００３６】
　（５）摩擦係数およびその変化率
　本発明の車両用ディスクブレーキロータは、上述のように、鋳鉄素地上に窒素拡散層と
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、窒素化合物層と、Ｆｅ3Ｏ4を主成分とする酸化鉄層が積層した構造を備え、かつ、その
表面性状を制御しているため、乗用車―ブレーキ装置―ダイナモメータ試験方法（ＪＡＳ
Ｏ　Ｃ　４０６：２０００準拠、以下、「摩擦試験」という）の摺合せ（第１効力試験後
の摺合せ）および第１再摺合せ（第２効力試験後の摺合せ）において、前記摺合せと第１
再摺合せの間の摩擦係数の変化率（γ）が１０％以内、好ましくは９％以内、より好まし
くは８％以内となる点に特徴を有する。前記変化率（γ）が１０％を超える場合には、外
部環境の変化に対して、安定した制動特性を維持することが困難となる。
【００３７】
　なお、前記変化率（γ）とは、各環境条件下における摩擦試験において、前記摺合せに
より求められる摩擦係数をμ0、第１再摺合せにより求められる摩擦係数をμ1とした場合
に、式：γ（％）＝（μ1－μ0）／μ0×１００により求められる値をいう。
【００３８】
　また、本発明の車両用ディスクブレーキロータは、前記摺合せおよび第１再摺合せにお
いて、絶対湿度および／または温度といった環境条件が変化した場合であっても、摩擦係
数のばらつきがきわめて小さい点にも特徴がある。より具体的には、前記摺合せおよび第
１再摺合せのいずれにおいても、絶対湿度を３ｇ／ｍ3～３５ｇ／ｍ3、温度を１０℃～４
０℃の範囲で変化させた複数の環境条件における摩擦係数の標準偏差（σ）が０．０１１
以下であり、製品としての車両用ディスクブレーキロータが保管されている状況に左右さ
れずに、その表面性状が高い性能のまま維持できる。この標準偏差（σ）の値が０．０１
１を超える場合、車両用ディスクブレーキロータが保管されている状況または使用時の環
境条件により、表面性状が変化し、安定した制動特性を維持することができない可能性が
ある。
【００３９】
　 ここで、本発明における摩擦試験とは、制動初速度を５０ｋｍ／ｈおよび１００ｋｍ
／ｈ、制動減速度を２．９４ｍ／ｓ2～７．３５ｍ／ｓ2の範囲で第１効力試験を行った後
、車両用ディスクブレーキロータの表面を馴染ませるため、制動初速度を６５ｋｍ／ｈ、
制動減速度を３．５ｍ／ｓ2として摺合せを行い、その後、制動初速度を５０ｋｍ／ｈ、
１００ｋｍ／ｈおよび１３０ｋｍ／ｈとし、それぞれの制動初速度に対して制動減速度を
２．９４ｍ／ｓ2～７．３５ｍ／ｓ2の範囲で第２効力試験を行い、さらに、制動初速度を
６５ｋｍ／ｈ、制動減速度を３．５ｍ／ｓ2として第１再摺合せ行う試験をいう。
【００４０】
　前記摩擦試験のうち、前記摺合せは、車両用ディスクブレーキロータと、その相手方部
材となるブレーキパッドを十分に接触させるために、両者の表面形状を馴染ませるために
行う試験である。また、第１再摺合せは、前記摺合せおよび第２効力試験を経た、車両用
ブレーキパッドの表面には、これらの試験により熱履歴を受け、その表面には微細なクラ
ックが生じていたり、微粉末が付着していたりするため、これらを除去した上で、再度、
車両用ディスクブレーキロータと、ブレーキパッドを馴染ませるために行う試験である。
【００４１】
　（６）摩耗量
　本発明の車両用ディスクブレーキロータは、前記摩擦試験における前記摺合せおよび第
１再摺合せにおいて、その相手材として非アスベスト系の一般的なブレーキパッドを使用
することができる。この場合において、絶対湿度および／または温度といった環境条件が
変化した場合であっても、該車両用ディスクブレーキロータの摩耗量を一定値以下とする
ことができる。特に、絶対湿度を３ｇ／ｍ3～３５ｇ／ｍ3、温度を１０℃～４０℃の範囲
で変化させた場合の該車両用ディスクブレーキロータの摩耗量の平均値を、好ましくは２
．３５μｍ以下、より好ましくは２．３０μｍ以下とすることができる。
【００４２】
　２．車両用ディスクブレーキロータの製造方法
　本発明の鋳鉄製摩擦部材の製造方法は、鋳造法によって得られた鋳鉄素地からなる成形
体を、処理温度を５００℃～５９０℃としてガス軟窒化処理することにより、鋳鉄素地の
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表面に窒素拡散層および窒素化合物層を形成する工程（以下、ガス軟窒化処理工程という
）と、該ガス軟窒化処理後、雰囲気温度が４００℃～４８０℃になった時点で、該成形体
を大気中に暴露し、酸素存在下で、室温まで冷却することにより、該窒素化合物層の表面
にＦｅ3Ｏ4を主成分とする酸化鉄層を形成する工程（以下、酸化鉄層形成工程）とを含む
ことを特徴とする。
【００４３】
　なお、本発明において、鋳造法により成形体を得る工程は従来技術と同様の方法により
行うことができるため、以下では、本発明の特徴的部分である、ガス軟窒化処理工程およ
び酸化鉄層形成工程を中心に説明をする。
【００４４】
　（１）成形工程
　成形工程は、鋳造法により成形体を得た後、残留応力を除去することを目的として、加
熱温度を６００℃～７００℃として、熱処理を行い、さらに、表面などに切削加工を行う
工程である。このような成形工程における各条件は、基本的には従来技術と同様である。
【００４５】
　なお、鋳造法により成形体を得た後、直ぐに熱処理をするのではなく、成形体を１週間
～２週間ほど放置してから熱処理を行うことが好ましい。このように一定期間放置した後
に、熱処理を行い、さらに切削加工を行うことにより、切削工程における負荷が軽減され
ることとなる。この点についての詳細は不明であるが、成形体の極表層部分が、空気中の
窒素により窒化されることが影響していると考えられている。
【００４６】
　（２）ガス軟窒化処理工程
　軟窒化処理法としては、塩浴軟窒化処理法、ガス軟窒化処理法、プラズマ軟窒化処理法
などが挙げられるが、本発明では、均一な窒素拡散層および窒素化合物層を得る観点から
、ガス軟窒化処理法により軟窒化処理を行うことが必要となる。
【００４７】
　塩浴軟窒化処理法は、前述したように安全性や環境負荷などの面において問題があるほ
か、車両用ディスクブレーキロータの表面が浸食され、形成される化合物層の表面近傍が
、多孔質のポーラス層になりやすい。このため、塩浴軟窒化処理により表面処理が施され
た車両用ディスクブレーキロータを実際の車両に使用した場合には、初期摩耗量が大きく
、また、制動時に異音が発生するといった問題が生じる。また、プラズマ軟窒化処理法は
、減圧下（真空中）での処理を必要とするため大型の設備を必要とし、また、多大な電力
を必要とするため設備の稼動コストが高くなるという問題がある。
【００４８】
　本発明におけるガス軟窒化処理法では、従来と同様のガス窒化炉を使用することができ
る。また、ガス軟窒化処理の条件としては、使用するガス窒化炉の出力などによって適宜
調整されるべきものであるが、窒素拡散層および窒素化合物層の厚さを上述の範囲に制御
する観点から、以下のような条件下で行うことが好ましい。
【００４９】
　処理温度は、５００℃～５９０℃とすることが好ましく、５３０℃～５９０℃とするこ
とがより好ましい。処理温度が５００℃未満の場合には、十分な厚さを有する窒素拡散層
および窒素化合物を形成することができない。一方、５９０℃を超える場合には、鋳鉄素
地中に硬くて脆いオーステナイトが現出してしまい、窒素拡散層および窒素化合物層が安
定して形成されなくなる可能性がある。
【００５０】
　また、上記処理温度での保持時間は、好ましくは０．５時間～４時間、より好ましくは
１時間～３時間とする。処理時間が０．５時間未満では、十分な厚さを有する窒素拡散層
および窒素化合物層を形成することができない。一方、処理時間が４時間を超えても、窒
素拡散層および窒素化合物層はそれ以上ほとんど成長しないため、生産性が悪化する。
【００５１】
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　窒素供給源としては、窒化性ガスであるＮＨ3を使用することができる。一方、炭素供
給源としては、浸炭性ガスであれば特に限定されることはなく、たとえば、ＣＨ3ＯＨな
どアルコールを含む炭化水素、あるいは、ＣＯ、ＣＯ2などを使用することができる。特
に、低コストで、効率的に、窒素拡散層および窒素化合物層を形成する観点から、ＮＨ3

とＣＨ3ＯＨの混合ガスにより、窒素および炭素を供給することが好ましい。この場合、
ＮＨ3の流量を４．５ｍ3／ｈ～５．５ｍ3／ｈとし、ＣＨ3ＯＨの流量を３．０×１０-5ｍ
3／ｈ～１．０×１０-4ｍ3／ｈとすることが好ましい。
【００５２】
　ガス窒化炉内の圧力は、一般的なガス軟窒化処理と同様に、大気圧よりも０．２ｋＰａ
～１．０ｋＰａ、通常は０．５ｋＰａ～０．７ｋＰａ程度大きくなるように調整すること
が好ましい。
【００５３】
　（２）酸化鉄層形成工程
　酸化鉄層形成工程は、前記軟窒化処理工程後、得られた窒素化合物層の表面にＦｅ3Ｏ4

を主成分とする酸化鉄層を形成する工程である。この酸化鉄層は、非常に均一で緻密であ
るため、軟窒化処理のみを施したものと比べて、湿度や温度の影響を低減することができ
、車両用ディスクブレーキロータの耐食性および耐摩耗性を長期間にわたって、高いレベ
ルで維持することができる。特に、本発明では、特殊な装置を使用することなく、また、
複雑な工程を経ることなく、この酸化鉄層を形成することを可能としているため、酸化鉄
層の形成に伴う生産性の悪化やコストの上昇を最小限に抑えることができ、その工業的意
義はきわめて大きい。
【００５４】
　具体的には、軟窒化処理後、雰囲気温度が４００℃～４８０℃、好ましくは、４１０℃
～４７０℃、より好ましくは４２０℃～４６０℃となった時点で、車両用ディスクブレー
キロータをガス軟窒化炉から取り出し、大気中に暴露し、大気中で酸素に接触させた状態
を維持しつつ、室温（２０℃～２５℃）まで冷却する。上記の温度範囲で車両用ディスク
ブレーキロータをガス軟窒化炉から取り出すことにより、窒素化合物層の表面にＦｅ3Ｏ4

を主成分とする均一で緻密な酸化鉄層を形成することができる。また、上記温度範囲で車
両用ディスクブレーキロータを取り出した場合には、その表面の色合いを青みがかったも
のとすることができ、その外観特性を、装飾性に優れたものとすることができる。
【００５５】
　車両用ディスクブレーキロータを取り出す温度が４００℃未満では、窒素化合物層の酸
化進度が小さくなるため、均一で緻密なＦｅ3Ｏ4を主成分とする酸化鉄層を得ることがで
きず、また、表面の色合いにムラができてしまう。一方、４８０℃を超えると、酸化鉄層
におけるＦｅ2Ｏ3の割合が増加するばかりでなく、急激な酸化と温度差による熱衝撃によ
り、窒素化合物層に亀裂の発生などの不具合が生じる。
【００５６】
　また、本発明では、車両用ディスクブレーキロータをガス軟窒化炉から取り出した後、
室温まで冷却されるまでの間、大気中に暴露し続ける点に特徴を有する。特公昭５３－３
７１号公報のように所定時間、空気中に保持した後、酸素との接触を遮断して油冷を行っ
た場合には、酸化鉄層表面に形成された複数の孔内に油分が残留することがあり、摩擦特
性に影響を及ぼすため、車両用ディスクブレーキロータなどの摺動部に使用される鋳鉄製
摩擦部材としては適さない。これに対して、本発明では、酸素と接触したまま、室温まで
ゆっくりと冷却するため、このような不具合が生じることはない。
【００５７】
　なお、車両用ディスクブレーキロータを大気中に暴露してから室温まで冷却するまでの
冷却速度は１℃／ｍｉｎ～１０℃／ｍｉｎとすることが好ましく、２℃／ｍｉｎ～８℃／
ｍｉｎとすることがより好ましい。冷却速度が１℃／ｍｉｎ未満では生産性が悪化し、１
０℃／ｍｉｎを超える場合には、窒素化合物層または酸化鉄層に亀裂が生じる場合がある
。なお、通常は車両用ディスクブレーキを大気中に暴露することを維持すれば、上記の冷
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却速度で冷却されることとなる。
【実施例】
【００５８】
　以下、実施例により、本発明をさらに詳細に説明する。なお、実施例および比較例によ
り得られる車両用ディスクブレーキロータの摩擦特性（摩擦係数、摩耗量）は、下記の摩
擦試験を行うことにより評価した。
【００５９】
　［摩擦試験］
　表１に示す組成を有するブレーキパッドを使用し、表２に示す各環境条件の下で、フル
サイズ　ブレーキダイナモ摩擦試験機により、摩擦試験をそれぞれ行った。具体的には、
上述したように、第１効力試験後に、摺合せ、第２効力試験、第１再摺合せを行った。こ
の結果、摺合せおよび第１再摺合せにおいて、各環境条件の下での摩擦係数を得た。また
、摺合せおよび第１再摺合せにおいて、各環境条件の下で、ブレーキパッドおよび車両用
ディスクブレーキロータの摩耗量を、それぞれ測定した。このとき、ブレーキパッドの摩
耗量はマイクロメータ（株式会社ミツトヨ製、ＯＭＶ－２５Ｍ）により、車両用ディスク
ブレーキロータの摩耗量はコントレーサ（株式会社小坂研究所製、ＤＲ－２００Ｘ６３）
により、測定した。
【００６０】
　なお、表２に示す各環境条件は、一般的に自動車が使用される環境条件のうち、実験的
に再現可能な環境条件の中から任意に選択したものである。したがって、本発明の車両用
ディスクブレーキロータの有する特性は、表２に示す環境条件下に限定して解釈されるべ
きものではない。
【００６１】
【表１】

【００６２】
【表２】

【００６３】
（実施例１）
　材料として鋳鉄材（ＦＣ２００相当）を使用し、直径３５５ｍｍ、厚さ３２ｍｍの車両
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用ディスクブレーキロータを鋳造し、不要部分（湯口、バリなど）を除去した後、６８０
℃で加熱処理を行った。次に、車両用ディスクブレーキロータの表面を切削加工した後、
アルコール系洗浄剤により脱脂を行った。
【００６４】
　その後、車両用ディスクブレーキロータをガス軟窒化炉（株式会社不二越製、ＥＱ－６
Ｓ形）に投入し、処理温度を５７０℃（管理範囲：５６５℃～５７５℃）とし、この処理
温度における保持時間を１００分（管理範囲：９５分～１０５分）として軟窒化処理を行
った。このとき、窒素供給源として５．０ｍ3／ｈ（管理範囲：４．５ｍ3／ｈ～５．５ｍ
3／ｈ）のアンモニアを、炭素供給源として０．０５Ｌ／ｈ（管理範囲：０．０３Ｌ／ｈ
～０．１０Ｌ／ｈ）のメタノールを使用した。
【００６５】
　軟窒化処理終了後、ガス軟窒化炉内で冷却し、雰囲気温度が４４０℃になった時点で、
炉内から取り出し、大気中に暴露した。その後、この車両用ディスクブレーキロータを、
大気中で２時間かけて室温（２５℃）まで冷却した（冷却速度：３．４５℃／ｍｉｎ）。
【００６６】
　得られた車両用ディスクブレーキロータの表面近傍の断面のＳＥＭ（日本電子株式会社
製、ＪＳＭ―５８００ＬＶ）により観察した。このＳＥＭ写真を図１（ａ）に示す。また
、この表面の組成を、Ｘ線回折装置（株式会社島津製作所製、ＸＲＤ６１００）を使用し
て、Ｘ線回折により分析した結果を図１（ｂ）に示す。さらに、鉄鋼の窒化層深さ測定方
法（ＪＩＳ　Ｇ　０５６２準拠）により、各層の厚さを測定したところ、実施例１では、
厚さ１５０μｍの窒素拡散層（３）上に、厚さ１５μｍの窒素化合物層（２）が形成され
、この窒素化合物層（２）の上に、厚さ４μｍの均一で緻密なＦｅ3Ｏ4を主成分とする酸
化鉄層（１）が形成されていることが確認された。
【００６７】
　その後、得られた車両用ディスクブレーキロータの表面２５視野分を、ＳＥＭ（日本電
子株式会社製、ＪＳＭ－５８００ＬＶ）により撮影することにより、２５視野分の表面画
像（ＳＥＭ写真）を得て、こられを画像処理装置（カールツァイス株式会社製、ＫＳ４０
０）により二値化処理をすることで、２５視野分の二値化処理画像を得た。これらの二値
化処理画像より求められる表面の空孔面積率（２５視野分の平均値）は４％であり、空孔
部の孔径（最頻値）は０．５μｍ程度であった。このとき得られた車両用ディスクブレー
キロータの（ａ）表面画像および（ｂ）二値化処理画像を図６に示す。
【００６８】
　さらに、この車両用ディスクブレーキロータに対して、摩擦試験を行った。この結果、
摺合せにより求められる摩擦係数μ0、および、第１再摺合せにより求められる摩擦係数
μ1から求められる変化率γは、いずれの環境条件下においても１０％以内であった。ま
た、この車両用ディスクブレーキロータの摩耗量は、平均で２．２８μｍであった。さら
に、それぞれの環境条件における摺合せの摩擦係数μ0、および、第１再摺合せの摩擦係
数μ1の標準偏差（σ）は、それぞれ０．０１１、０．０１０であった。これらの結果を
表４および５に示す。
【００６９】
　（実施例２）
　軟窒化処理後、雰囲気温度が４００℃となった時点で炉内から取り出し、大気中に暴露
したこと以外は、実施例１と同様にして車両用ディスクブレーキロータを得た。この車両
用ディスクブレーキロータに対して、実施例１と同様に、ＳＥＭ観察、Ｘ線回折分析およ
び各層の厚さの測定を行った結果、厚さ１５０μｍの窒素拡散層（３）上に、厚さ１５μ
ｍの窒素化合物層（２）が形成され、この窒素化合物層（２）の上に、厚さ４μｍの均一
で緻密なＦｅ3Ｏ4を主成分とする酸化鉄層（１）が形成されていることが確認された。こ
れらの結果を図２（ａ）および（ｂ）に示す。
【００７０】
　その後、実施例１と同様にして、車両用ディスクブレーキロータの表面画像および二値
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化処理画像を得て、表面の空孔面積率（２５視野分の平均値）および空孔部の孔径（最頻
値）を算出した。この結果を表３に示す。
【００７１】
　さらに、この車両用ディスクブレーキロータに対して、実施例１と同様の摩擦試験を行
い、これにより得られた摩擦係数μ0、μ1から変化率γを求めた結果、いずれの環境条件
下においても１０％以内であった。また、この車両用ディスクブレーキロータの摩耗量は
、平均で２．２３μｍであった。さらに、それぞれの環境条件における摺合せの摩擦係数
μ0、および、第１再摺合せの摩擦係数μ1の標準偏差（σ）は、それぞれ０．０１１、０
．０１０であった。これらの結果を表４および５に示す。
【００７２】
　（実施例３）
　軟窒化処理後、雰囲気温度が４８０℃となった時点で炉内から取り出し、大気中に暴露
したこと以外は、実施例１と同様にして車両用ディスクブレーキロータを得た。この車両
用ディスクブレーキロータに対して、実施例１と同様に、ＳＥＭ観察、Ｘ線回折分析およ
び各層の厚さの測定を行った結果、厚さ１５０μｍの窒素拡散層（３）上に、厚さ１５μ
ｍの窒素化合物層（２）が形成され、この窒素化合物層（２）の上に、厚さ４μｍの均一
で緻密なＦｅ3Ｏ4を主成分とする酸化鉄層（１）が形成されていることが確認された。こ
れらの結果を図３（ａ）および（ｂ）に示す。
【００７３】
　その後、実施例１と同様にして、車両用ディスクブレーキロータの表面画像および二値
化処理画像を得て、表面の空孔面積率（２５視野分の平均値）および空孔部の孔径（最頻
値）を算出した。この結果を表３に示す。
【００７４】
　さらに、この車両用ディスクブレーキロータに対して、実施例１と同様の摩擦試験を行
い、これにより得られた摩擦係数μ0、μ1から変化率γを求めた結果、いずれの環境条件
下においても１０％以内であった。また、この車両用ディスクブレーキロータの摩耗量は
、平均で２．３２μｍであった。さらに、それぞれの環境条件における摺合せの摩擦係数
μ0、および、第１再摺合せの摩擦係数μ1の標準偏差（σ）は、それぞれ０．０１０、０
．０１０であった。これらの結果を表４および５に示す。
【００７５】
　（比較例１）
　ガス軟窒化処理などの表面処理を施さなかったこと以外は、実施例１と同様にして車両
用ディスクブレーキロータを得た。
【００７６】
　次に、実施例１と同様にして、得られた車両用ディスクブレーキロータに対して、摩擦
試験を行い、得られた摩擦係数μ0およびμ1から変化率γを求めた結果、一部の環境条件
では、変化率γが１０％を超えていることが確認された。また、この車両用ディスクブレ
ーキロータの摩耗量は、平均で２．４９μｍであった。さらに、それぞれの環境条件にお
ける摺合せの摩擦係数μ0、および、第１再摺合せの摩擦係数μ1の標準偏差（σ）は、そ
れぞれ０．０６０、０．０５０であった。これらの結果を表４および５に示す。
【００７７】
　（比較例２）
　軟窒化処理後、雰囲気温度が５００℃となった時点で炉内から取り出し、大気中に暴露
したこと以外は、実施例１と同様にして車両用ディスクブレーキロータを得た。この車両
用ディスクブレーキロータに対して、実施例１と同様に、ＳＥＭ観察、Ｘ線回折分析およ
び各層の厚さの測定を行った結果、厚さ１５０μｍの窒素拡散層（３）上に、厚さ１１μ
ｍの窒素化合物層（２）が形成され、この窒素化合物層（２）の上に、厚さ４μｍの均一
で緻密なＦｅ3Ｏ4を主成分とする酸化鉄層（１）が形成されていることが確認された。ま
た、比較例２では、窒素化合物層（２）に、複数の微細な亀裂が生じていることが確認さ
れた。これらの結果を図４（ａ）および（ｂ）に示す。
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【００７８】
　その後、実施例１と同様にして、車両用ディスクブレーキロータの表面画像および二値
化処理画像を得て、表面の空孔面積率（２５視野分の平均値）および空孔部の孔径（最頻
値）を算出した。この結果を表３に示す。
【００７９】
　さらに、この車両用ディスクブレーキロータに対して、実施例１と同様の摩擦試験を行
い、これにより得られた摩擦係数μ0、μ1から変化率γを求めた結果、一部の環境条件で
は、変化率γが１０％を超えていることが確認された。また、この車両用ディスクブレー
キロータの摩耗量は、平均で２．９１μｍであった。さらに、それぞれの環境条件におけ
る摺合せの摩擦係数μ0、および、第１再摺合せの摩擦係数μ1の標準偏差（σ）は、それ
ぞれ０．０１９、０．０１７であった。これらの結果を表４および５に示す。
【００８０】
　（比較例３）
　実施例１と同様にして得られた車両用ディスクブレーキロータを、アルカリ系洗浄剤に
より脱脂を行った後、シアン濃度約２０質量％の塩浴中で、５８０℃で９０分間浸漬する
ことにより、塩浴軟窒化処理を行った。その後、車両用ディスクブレーキロータを冷却お
よび水洗し、乾燥を行った。
【００８１】
　この車両用ディスクブレーキロータに対して、実施例１と同様に、ＳＥＭ観察、Ｘ線回
折分析および各層の厚さの測定を行った結果、厚さ１５０μｍの窒素拡散層（３）上に、
厚さ１２μｍの窒素化合物層（２）が形成されているが、Ｆｅ3Ｏ4を主成分とする酸化鉄
層は形成されていないことが確認された。また、比較例３では、窒素化合物層に、多孔質
のポーラス層が形成されていることが確認された。これらの結果を図５（ａ）および（ｂ
）に示す。
【００８２】
　その後、実施例１と同様にして、車両用ディスクブレーキロータの表面画像および二値
化処理画像を得て、表面の空孔面積率（２５視野分の平均値）および空孔部の孔径（最頻
値）を算出した。この結果を表３に示す。また、このとき得られた車両用ディスクブレー
キロータの（ａ）表面画像および（ｂ）二値化処理画像を図７に示す。
【００８３】
　さらに、この車両用ディスクブレーキロータに対して、実施例１と同様の摩擦試験を行
い、これにより得られた摩擦係数μ0、μ1から変化率γを求めた結果、全ての環境条件で
、変化率γが１０％を超えていることが確認された。また、この車両用ディスクブレーキ
ロータの摩耗量は、平均で２．４０μｍであった。さらに、それぞれの環境条件における
摺合せの摩擦係数μ0、および、第１再摺合せの摩擦係数μ1の標準偏差（σ）は、それぞ
れ０．０１３、０．０１１であった。これらの結果を表４および５に示す。
【００８４】
【表３】

【００８５】
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【表４】

【００８６】
【表５】

【符号の説明】
【００８７】
　１　酸化鉄（Ｆｅ3Ｏ4）層
　２　ガス軟窒化処理による窒素化合物層
　３　ガス軟窒化処理による窒素拡散層
　４　塩浴軟窒化処理による窒素化合物層
　５　塩浴軟窒化処理による窒素拡散層
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